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2002/6/6 
FAX 

竹下 秀一氏 

6 月 4 日開催されました「第 14 回琵琶湖部会」を傍聴させていただきました。 
それに基づき、下記に滋賀県民であります私の意見を、述べさせていただきます。 

1.部会の様子が、委員が個々の発言をされておられ、到達目標の合意形成がなされておらず、
シンポジュームでのパネルディスカッション的存在に見受けられました。河川法第 16 条 2
項に基づく委員会である事を考えれば、その社会的影響は大きいものと言え、部会での発
言及び運営にはおのずと責任が伴うものと思われます。 
なぜなら、民主主義の基本は自由と責任は表裏一体であるからです。 

2.今回部会を傍聴させていただき最も心配になったことは、地域住民等との対決構造の危惧
です。当日の部会には、地元町長、助役、対策委員長、県議の 4 名の地域住民を代表する
方々が、ダムの必要性や今までの歩み等について切実に述べておられました。この時期に
あっては、当然の意見だと思いました。本来的には、最も地域住民に近い部会だと思って
おりましたが、4 名が帰られたあとの一部委員の発言には、何処まで地域住民のことを真
剣に考えているのか疑いたく言葉が聞かれました。このような状況が推移すれば、理屈は
ともかく感情的に委員会と地域住民・行政等との予期し得なかった新たな紛争が危惧され
るところであります。河川法で求めている学識経験者の意見聴取とは、最終目的は、計画
段階で判断に迷う地域住民等への分かりやすい適切なアドバイスではないかと私なりに理
解している処です。決して、これまで幾多の苦難の道のりを歩んでこられた地域住民の方々
を不安に落とし入れてはなりません。 

3.6 月 5 日付けの京都新聞には早速「建設是非めぐり激論も」と書かれています。多分、地
域住民にとって大きな不安材料となってこの今、混乱している事と思います。委員の方々
に置かれましては、その影響を予測したうえで行動していただきたいものと考える処であ
ります。 

4.大規模公共工事の完成をみるには、政策面と技術面とが関わってくると思います。政策面
的には行政機関、議会等がありますし、技術面では本委員会等が該当するのかなと思って
おります。法治国家である以上、お互いに尊重しあわなければなりません。私は、委員会
とは関係する地域住民等に対して、公平な立場での「21 世紀に相応しい環境等に配慮した
川づくり」の技術面を主体として、その時に適した議論する場と思っておりました。部会
での、これからの歩むべき道筋の合意形成を、市民に分かる形で早期に示して頂きたく望
むものであります。 

5.部会を傍聴して思いましたことは、採決は無く、1 人の意見がそのまま部会の意見となっ
ているように見えたことです。開かれた部会を目指す以上、市民に分かる形でのルール作
りが必要かと思います。 

6.河川法が変わっての新しい試みであり、試行錯誤での部会であろう事は十分理解できると
ころでおりまして、そのご尽力には感謝申し上げるところであります。どうか本委員会が
広く市民から信頼され、我国における良い先例となるよう期待を込めて願っております。 

以上 

(別紙 9） 


